
監理団体は３カ月に一度実施者のもとで監査を行いその結果を外国人技能実習機

構へ提出することが技能実習法で義務付けられています。

特定技能外国人関連においても、3か月に一度、所属機関と特定技能外国人と面談を行

い、その結果を入国管理局へ提出することが出入国管理及び難民認定法で義務付けられ
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にじいろ国際協同組合

2024年１０月１日より適用となりました

最低賃金改正に伴い、最低賃金で実習生や

特定技能外国人を雇用している企業様は、

給料額が変更されます。

新たに締結した、雇用契約書を基に給料

計算を行って頂き最低賃金法を

順守頂きますよう、お願い申し上げます。

■監理団体からのお知らせ■
早いもので、今年も残すところ２ヵ月となりました。 師走の中、大変お忙しいとは思いますが、

来月１２月は、今年最後の定期監査月となります。ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

Vol.47発行 岡崎 紗彩

今月給与支払い分より給料が変更になります

令和6年 定額減税対応の年末調整 ご準備はお早めに

年末調整の時期になりました。

今年は、６月１日以降に支払う給与等から定額減税が実施された為、

令和６年分年末調整においても対応が必要になります。

「給与所得者の保険料控除申告書」等の様式も変更されてい るようです。

技能実習生・特定技能生については、既にファミリーカードとその翻訳文

送金証明書を会社へ提出するよう周知しております。

払いすぎた源泉所得税は、日本人同様、返金されるようにお手続きの程宜しくお願い

申し上げます。

最低賃金を下回る場合、違法となりますのでご注意ください。

外国人入国者過去最高を記録
出入国在留管理庁が10月18日に公表した2024年

上半期の出入国者数によると、

6月末時点で在留外国人は359万人と過去最高記録

となりました。

このうち・・・

技能実習は7万7,000人（同期比12.7％減）

特定技能は2万9,000人（同期比52.8％増）

上記のように特定技能に移行する動きがみられています。

技能実習は2027年以降で育成就労に移行されます。


